
 

 

議案第８６号 

 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

人 事 課 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に伴い、一般職の職員の給料月額、期末

手当及び勤勉手当の支給額を改定する等に当たり、当該関係条例の一部を改正しよう

とするもの。 

【改正内容（主なもの）】 
◆第１条改正 
１ 月例給与→【別表第１（その１）関係】 

(1) 給料表の改定 
  行政職給料表 ８６６人   平均年齢 ４１．９歳 

給与改定率 △０．０７％ （国 △０．１９％） 
給与改定額 △２７１円  （国 △７５７円） 

    月額平均  ３７５，１９３円（改定前 ３７５，４６４円） 
   ※ 行政職給料表の適用を受ける職員のうち若年層及び医療職給料表(1)(2)適用者を除く。 
２ 期末勤勉手当 
   支給率の引下げ △０．２０月 

(1) 支給月（１２月期）→【第２１条・第２２条関係】 
・ 一般職 ２．００月（△０．２０月） 
  再任用職員 １．１０月（△０．１０月） 
 《参考》 

 改正前 改正後 削減分 

一般職   期末手当 
勤勉手当 

１．５０月
０．７０月

１．３５月 
０．６５月 

△０．１５月 
△０．０５月 

合  計 ２．２０月 ２．００月 △０．２０月 

再任用職員 期末手当 
   勤勉手当 

０．８５月
０．３５月

０．８０月 
０．３０月 

△０．０５月 
△０．０５月 

   合  計 １．２０月 １．１０月 △０．１０月 

 ※ 医療職給料表（1）・（2）適用者除く 
(2) 支給額等 

① 一般職（１，１４１人） ※平成２２年４月１日現在 
   ア 支給総額（見込み）  ９０１，８１８千円 
   イ 一人あたり平均支給額  ７９０，３７６円 
     （昨年度比 △５７，９５０円 △６．８３％） 

② 再任用（４３人） 
   ア 支給総額（見込み）  １０，８９０千円 
   イ 一人あたり平均支給額等  ２５３，２６６円 
     （昨年度比 △２７，６５２円 △９．８４％） 
◆第２条改正 
 平成２３年度以降の６月期・１２月期の期末勤勉手当月数の改正 
＜一般職＞ 
 ６月期・・ １．９０月（平成２１年度改正と同じ） 
 12 月期・・一般職 ２．０５月 
＜再任用職員＞ 
 ６月期・・ ０．９７５月（平成２１年度改正→１．０月） 
 12 月期・・ １．１２５月 
◆第３条改正（一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例（H19.3 に改正したもの）の一部改正）
【改正手法】 

施行期日が異なることにより、段階的な改正を行う。 
【施行期日】 

① 第 1 条，第 3 条改正（12 月分期末手当等）  公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が
月の初日であるときは、その日） 

② 第 2 条改正（23 年度以降の６月分及び 12 月分期末手当）   平成 23 年 4 月 1 日 

 


